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を
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規　
　
　

則

○
山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

	

一

　

規
則

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
七
号

　

山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則

第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

入
院
者
等
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を

合
算
し
た
額

一
人
当
た
り
の
月
割
徴
収
額

五
十
六
万
四
千
円
以
下
の
場
合

〇
円

五
十
六
万
四
千
円
を
超
え
る
場
合

二
万
円
（
措
置
入
院
に
要
し
た
医
療
費
の
額
か

ら
他
の
法
律
に
よ
り
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
二
万
円
に
満
た

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
、
災
害
、
疾
病

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
二
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

知
事
が
定
め
る
額
）

　

備
考

　
　

一	　

「
入
院
者
等
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
合
算
し
た
額
」
と
は
、
入
院
者
（
法
第

二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
さ
せ
た
精
神
障
害
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
そ
の
配
偶
者
及
び
当
該
入
院
者
と
生
計
を
一
に
す
る
絶
対
的
扶

養
義
務
者
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
七
十
七
条
第
一
項
の
直
系
血

族
及
び
兄
弟
姉
妹
を
い
う
。
次
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
入
院
の
あ
つ
た

月
の
属
す
る
年
度
分
（
当
該
入
院
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

前
年
度
分
）
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村

民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
次
号
ハ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第

二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て

課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
「
所
得
割
」
と
い
う
。
）
の
額
を
合
算
し
た
額
を
い

う
。

　
　

二	　

所
得
割
の
額
の
算
定
方
法
は
、
地
方
税
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

イ	　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族

（
十
六
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
及
び
同

法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族
（
十
九
歳
未
満
の
者

に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
特
定
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
同
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
額
（
扶
養
親
族
に
係
る
も
の
及
び
特
定

扶
養
親
族
に
係
る
も
の
（
扶
養
親
族
に
係
る
額
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

に
同
法
第
三
百
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
所
得
割
の
額
か
ら

控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

ロ	　

当
該
入
院
者
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
当
該
入
院
者
と
生
計
を
一
に
す
る
絶
対
的
扶
養

義
務
者
が
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二

条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
住

所
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住

所
を
有
す
る
者
と
み
な
し
て
、
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

ハ	　

当
該
入
院
者
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
当
該
入
院
者
と
生
計
を
一
に
す
る
絶
対
的
扶
養

義
務
者
が
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は

夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定



発
行
者　
　

山　

梨　

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
六
号　
　

令
和
元
年
七
月
二
十
二
日

二

め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻

を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
イ
に
該
当
す
る
者
又
は
同
項
第

十
二
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の

生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父

と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い

て
同
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

⑴	　

地
方
税
法
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
で
あ
る
場
合　

所
得
割
の
額
は
、

零
と
す
る
。

　
　
　
　

⑵	　

⑴
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
場
合　

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に

規
定
す
る
額
（
同
条
第
三
項
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
額
）
に

同
法
第
三
百
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
所
得
割
の
額
か
ら

控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
元
年
六
月
以
後
の
月
分
の
精
神
保
健
及
び
精

神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
次
項
及
び
附
則
第
四
項
に

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入

院
さ
せ
た
精
神
障
害
者
の
入
院
に
要
す
る
費
用
（
次
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
入
院
費
用
」

と
い
う
。
）
の
徴
収
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

3
	　

令
和
元
年
六
月
一
日
に
お
い
て
現
に
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
入
院
さ
せ
て
い
る
精
神
障
害
者
の
当
該
入
院
費
用
で
あ
っ
て
、
同
年
五
月
分
の
当
該
入
院

費
用
の
徴
収
額
が
零
で
あ
り
、
か
つ
、
改
正
後
の
別
表
の
規
定
に
よ
る
同
年
六
月
以
後
の
月
分
の
当

該
入
院
費
用
の
徴
収
額
が
零
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
当
該
入
院
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
別
表
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
前
の
別

表
の
規
定
に
よ
る
当
該
入
院
費
用
の
徴
収
額
が
零
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
月
以
後
の
月
分

の
当
該
入
院
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

4
	　

令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及

び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
さ
せ
た
精
神
障
害
者
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の
別
表

の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
入
院
費
用
の
徴
収
額
が
改
正
前
の
別
表
の
規
定
を
適
用
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
入
院
費
用
の
徴
収
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
月
分
が
あ
る
も
の
に
係
る
令
和

元
年
六
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
当
該
入
院
費
用
の
徴
収
（
改
正
後

の
別
表
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
入
院
費
用
の
徴
収
額
が
改
正
前
の
別
表
の
規
定
を

適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
入
院
費
用
の
徴
収
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
月
分
に
限
る
。
）
に
つ

い
て
は
、
附
則
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
別
表
の
規
定
を
適
用
す
る
。


